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「新しい国際秩序は空虚なスローガンで

は辛い。かたくなに国際秩序の現状に固

執しようとする国は，これからの国際舞

台でいつも守勢にまわらざるを得ないだ

ろう。J

一一一テインパーゲン一一一

I 南北問題のワクのなかでの新国際経済秩序

1974年の第6回国連特別総会で，新国際経済秩序樹立に関する宣言お

よび行動計画が採択されたとき，北側先進国の一部では，これをいまま

での国際経済秩序の仕組みに対する革命的な挑戦として受け取る向きが

あった。前年の中東戦争を契機として表面化した石油資源に関する生産

国同盟が示した威力を背景にしていただけに，南側陣営が当時展開した

一連の劇的な攻勢が，逼迫した危機感をよび起こしたことは，理解に難

〈辛い。この宣言および行動計画を，同U年の末に採択された「国家の

経済的権利義務憲章」，翌1975年の UNIDO総会における工業化に関す

るリマ宣言，原材料供給国の立場からするダカール宣言者どと結びつけ

て，全体として見ると，現段階の南北問題をめぐる議論のなかで，南側

の主張がここに包括的にまとめられていることがわかる。この体系的な

問題提起の努力は，高く評価してよい。

しかし，北側の先進国がこれに対して十分に積極的な対応を示したと

はいい難い。たしかに1975年の第7回国連特別総会では，前年の正面切

っての南北対決から一転して，「開発と国際経済協力~＇の空気が生まれ，
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やがてパリの国際経済協力会議の形で，南北対話の場がつくられた。だ

が，第4回UNCTAD総会を舞台として，実際的な問題解決に焦点を合

わせた交渉が行われたにもかかわらず，対話はほとんど実りを結ぱ在い

ままに終っている。それはわそらく，北側からの積極的な対案が提示さ

れなかった，提示されたとしても，キァシンジャーの資源銀行提案のよ

うに，南側の要求を真正面から受けて立つというよりは，むしろ論点を

はぐらかそうとする傾向のものが多かったからであろう。

北側の対応が南北の建設的な対話に十分に意味のあるものであるため

には，イデオロギーや修辞の扮飾をはがして，その実体を見た場合，新

国際経済秩序に集約される南側の要求の本質的な内容は何か，それはど

の程度まで合理的な要求なのか，どこまで実現の可能性があり，現実の

問題解決に意味のあるものなのか，を検討しなければならない。本稿は，

その目的のための一つの試論である。

まず手始めに，折にふれて散見する誤解を解いて，何が要求に含まれ

ていないかを明らかにしたいo ~t側のイデオローグは，どういうわけか，

国際秩序の問題提起にはことの外神経質に反応する。たとえば，現在の

低開発の状態が，過去の「搾取」を可能にした国際経済のかかわり合い

の遺産だという考え方を南側に押しつける。そうすると，その系として，

その罪ほろぽしに南側が北側lの譲歩を要求する，援助を受けるのも南側

の当然の権利だ，という態度が生まれる。それはおかしい，事実にも合

わ幸いし，道理の筋にも合わ辛い，という批判になるのである。

過去の植民地支配，あるいは現在の世界経済に，どういう意味で「搾

取」を連想させる不等価交換のメカニズムカ粗み込まれているのか，こ

れには経済学的にも面白い問題がふくまれているのだが、それは先ず措く

として，重要なのは，新国際経済秩序の要求には，過去の「搾取」の賠

償としての，あるいは南側の権利としての「援助」の概念はまったくふ

くまれていないということである。もちろん，「国際開発戦略」に盛ら

れている限りの開発援助が改善された形で完全に実施されることは要請
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されているが，それはいままでの国際的合意のワクを出るものではない。

たとえば，国際的所得格差を埋める恒常的なメカニズムとして，資源の

国際的移転を新しい経済秩序の構造に組み込むというほどの革命的提案

は，まだ南側からは出されていないので、ある：むしろ，いろいろな要求

項目の相対的重みから見て，新しい秩序の下では「公平かっバランスの

とれた国際社会の発展」（宣言）が可能になるはずだし，そうなれば政

策的考慮から特別に譲歩的な条件で資源の移転を組織する必要も在〈在

る，という解釈のほうが，宣言起草者の意向に治うのではないかとさえ

，思われる。

いまから振り返ってみると，戦後南北聞の所得格差の問題が意識に上

ったとき，北側の最初の対応が「援助」に焦点を合わせたということは，

北側には都合がよかったかもしれないが，南の諸国の開発にはむしろ負

担となった。 UNCTADでの度重なる要求にもかかわらず，北側諸国は，

苦痛の伴う貿易商の調整，市場の開放をなおざりにして，その代わりに

1パーセント目標といった形での援助の約束でお茶をにごす傾向がつよ

かった。いま新国際経済秩序の要求が出された真の意味は，まさにピア

ソン委員会に代表される「援助哲学」とますます停滞する北側の援助実

績に不満を抱いた南側が，経済開発の果実が分配される国際秩序そのも

のに目を向けはじめたことにある。 1970年に第2次国連開発の10年のた

めの国際開発戦略が策定されるまでの開発の考え方が根本的に修正され，

新しい開発戦略は明確に「自主・自立」の方向に切り換えられた。資源

ナショナリズムはその一つの表れであるが，新国際経済秩序の要求には，

すでにそのいくつかの重要な徴候が見られるのである。

おなピ視点から考えて，南側は低開発の状態を従来の国際経済秩序の

せいにするが，本来国際的環境は，南側諸国の経済開発にとって付随的

な条件にすぎない，だから国際秩序に焦点を合わせることは，圏内開発

政策の責任をむしろぽやかして，却って開発には役立たない，という批

判も的を射ているとは思われない。「国家の経済的権利義務憲章」でも，
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経済開発の責任がー義的にそれぞれの国の肩にかかっていることが，は

っきりとみとめられている。だかちこそ，南側諸国の一つ一つが有効に

開発の目標を達成し得る条件として，公正な経済秩序を国際的にっくり

出そうというのであろう。つまり，「開発を追求するための開発途上国

の能力を個別的・集団的に増大すること：lが重要であり，そのような個

別的・集団的な自助努力 selfrelianceが有効に実を結ぶ条件をつくり

出すことにこそ，まさに新国際経済秩序の本来の目標があるといわねば

ならない。

イヤン・リットルが， MITのワークショップで，「新国際経済手知芋で

大事なのは，開発でもなければ，貧困でもない。それはむしろ自立・独

立ということだ，＇~と述べているが，大事な点を衝いている言葉である。
現存の秩序に代わって新しい国際秩序が出来たからといって，開発の問

題が解決されるわけではないし，貧困の問題が解決されて，所得格差が

なくなるわけのものでもない。南側諸国の水準を引き上げて，調和的な

世界をつくる仕事は，それら諸国自身の地道な，忍耐づよい自力発展の

努力を必要とするだろう。だから，「現存する国際経済秩序のもとでは

公平かつバランスのとれた国際社会の発展を実現することが不可能」（宣

言）だとするならば，重要なことは，どの国もその国の状況にふさわし

い手段で，自主的に開発を行い，相互依存の高まってきた世界の経済問

題の解決に，すべての国が「平等の基礎の上に効果的に参加する」（宣言）

ということで、ある。

積極的な内容として，新国際経済秩序が，「先進国の繁栄と開発途上

国の成長・発展の聞には密接な相互連関がある」（宣言）という相互依

存の認識の上に立っていることは，大きな意味をもっ。だから発展のた

めの国際協力がすべてこの世界共同の仕事に参加する国々の共通の義務

となる。これは，主権をもっ国民国家から成り立っている現在の世界で

相互依存関係がますます密接に主りつつあるという国際協力の基礎をそ

のままみとめたものであって，新秩序観のどこにも，この世界の構造を
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否定するほどの革命的な内容はふくまれていないのである。

公正の目標も，本来は個人のレベルにまで引き下げて構想されるのが

ほんとうであろうが，政策決定の単位が国民国家である限り，当面国民

という単位で分配の問題を考える必要があるということである。国民国

家の「恒久的主権」という表現に対して，北側の鋭い反発が見られたが，

その内容とするところも，北側諸国が実際に行っている政策原則に大き

くそむくものではないロそして各国の相互依存と相互浸透という事実を

前にして，現存の国際市場システムのルールを変えるいかなる試みも，

この国際的結びつきを完全に断ち切って，世界経済を混乱におとし入れ

ることは許されないし，また新秩序に予想されていることでもない。一

言でいうと，新しい国際経済秩序の要求に本質的主点は，公正なバラン

スのとれた形で国際社会全体の発展を実現するために必要な程度に，世

界経済のゲームのルーJレに手を加え，適応させようとすることに尽きる。

それは，現存の秩序を根底から揺るがすほどの革命的な変化を追求する

ものではない。

ところが，北側の有力な経済理論家の間には，この「発展途上諸国の

要求は広がって，現行体制がよって立つ市場機構の作用を否定するとこ

ろまでいった」という意見がある。そして，新国際経済秩序の眼目は，

単に市場経済のJレールを補正するだけではなく，公的規制で市場機構そ

のものを押え込むことにあるのだから，効率の観点から望ましくないし，

現行体制とも相容れないとして，反対論が展開される。実際に，UNCTAD

のナイロピ総会でも，パリの南北対話でも，南側の要求に対して北側の

スポークスマンが強〈異議を申し立てて，最後までゆずらなかったのは，

この市場経済体制を擁護するという立場からであった。ここに，新国際

経済秩序の要求を革命的な挑戦として受け取った当初の北側の政治的反

応に，経済理論の立場から，理論的根拠が与えられることになったので

ある。

だが，多くの留保がつけられたとはいえ，一応コンセンサスによって
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採択された国連の決議に盛ちれている程度の規制で，「現行体制がよっ

て立つ」メカニズムが働かなくなってしまうほど，市場経済体制はひよ

わな存在なのだろうか。私自身としては，実際に働く市場経済の生命力

をもう少し高く評価したい。ひよわな存在どころか，なかなかのしたた

かもので，多くの規制を弾力的に受け入れながら，自己の存在理由を失

わないでいるのが，市場機能である。ことに現代の「j毘合体制」になる

と，市場はあらゆる函で意識的な規制と管理を前提としなければ機能し

得ない。もともと市場というメカニズムは，どんな体制の下でも有用な

機能をもつもので，母胎である社会の要請にしたがって，いろいろな制

約を受けてはヒめて機能できる。はピめからなんの社会的制約をも受け

ない純粋な市場経済なるものは，ほとんど考えられないほどであろう。

ところで，市場経済原則の立場から新国際経済秩序の合理性を否定す

るには，おそらく，「現行体制」の下で市場が純粋な形で，効率的に，

しかも公正の基準がみたされるように働いていることを前提にしなけれ

ばなるまい。つまり，北側先進国自身は，国内でも国際的にも，市場の

ルーJレを忠実に守っていて，南側諸国に不利になるような規制は行って

いない：＂したがって自由貿易の利益が十分に南側の諸国にも行き渡り，

経済開発の果実も公正に分配される，だから「現行体制」の下でも「公

平かつバランスのとれた国際社会の発展」が実現できる一一そういうこ

とが前提になっているはずだ。さもなければ，少なくとも大筋では現存

国際経済秩序修正の提案を支持するか，あるいは新国際経済秩序に対す

る代案を提出すべきであったろう。

i主
II I第7回国連特別総会で採択された決議の標題。

121 この点では，世界財政当局による所得の世界的再分配を視界に入れているティ

ンパーゲン・グループのローマ クラプ報告のほうが，はるかに革命的である。
Jan Tmbergen, coordinator, Reshaping the International Order, A 
Report to the Club of Rome, New York, E P目 Dutton& Co目 Inc1976, 
pp. 131, 184参照。

131 「開発と国際経清協力」に関する特別決議。
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151渡辺太郎，「南北問題の回顧と展望」，季刊 r現代経済』 25号， 1976年冬季，p.15.

161敢えてこの論理的前提を明らかにしたのは， Ji!rgenB. Donges，‘The Third 
World Demand for a New Internat10nal Economic Order: Governmental 
Surveillance versus Market Decision-taking in Trade and Investment，’ 
Kyk/os, Vol. 30, 1977, Fasc. 2. p. 257. 

][ 貿易秩序における自由市場原則の後退

戦後の世界経済で，いまほど自由市場原則への信頼が揺らいでいると

きは奇いように思われるが，国際経済秩序にとってむつかしい局面は，

まさに国際的な相互依存関係がいままでなかったほど緊密になり，一国

の内部での出来事が直ちにほかの園の福祉にハネ返るようになったこの

時期に，市場による調整がうまく働かなくなったことにあらわれた。

西欧通貨の交換性が回復されてからは，たしかに1960年代には，貿易自

由化が支配的な潮流になるかに見えた時期があった。 GATTという国際

協力の場がこの自由化の動きを強力に支えたことは否定できないし，論

理的には必然的な関係はないが，「より自由な」 貿易への移行が国際的

な相互依存を深めたことも明らかである。

しかし表面的に貿易の自由化が進んだこの時期に，奇妙なことには，

圏内の経済運営の面では，国家の介入と責任とが戦前とは比べものにな

らないほど増大した。ある意味では，貿易の自由化を可能にした一つの

条件は，各国の経済が安定L，比較的に高い成長を遂げたことであった

が，この安定成長自身は，各国内部で整備された市場の政策的規制のシ

ステムによって支えられていたのである。この市場の規制の上にのみ貿

易の自由化が進み得るという矛盾は，実は GATT体制のなかにはピめ

から組み込まれていた。というのは，一般には GATTの目標を自由貿

易と規定する習慣があるが，少なくとも GATT協定を文字通り理解す

る限り，政策目標として完全雇用が自由貿易に優先するというケインズ
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的な立場がはっきりとみとめちれていたからである：

完全雇用と経済の安定が国家の任務になったばかりではない。それに

加えて，社会福祉とか，所得分配の公正とか，特定地域の発展とか，さ

らに産業の多角化をもふくめてミクロの産業構造の維持まで，多様な経

済的・社会的目標が人々の重要な関心事となり，国家のなすべき仕事が

格段にふえるとともに，国家が使い得る政策手段も見ちがえるほど多様

化された。新しい精級な政策体系のなかでは，伝統的な関税よりももっ

と効果的に国内産業を保護し，助成する方法が見出された。たとえば，

理論的にも立証されたことであるが，課税と補助金の適当な組み合わせ

によって，あるいは公共部門の巨大企調達能力を利用して，個別産業を

差別的に優遇・助成するほうがはるかに有効なのである。規模の経済が

これだけ重みをまし，研究開発か’競争力を左右する技術集約的産業にな

ると，関税による輸入市場の保護だけでは明らかに不十分で，輸出産業

の保護育成が課題になるが，直接的な輸出補助金がGATTの規定で禁止

されているのだから，補助金政策ももっとキメ細かい間接的な形をとる

ようになる。皮肉な見方をすれば，このような政策システムの進展に伴

って，関税その他の貿易障害がそれほど重要でなくなり，それよりもも

っと有効な政策手段が用意されたからこそ，貿易の自由化が曲がりなり

にも進んだのだ，とさえいえるかもしれ辛い：

いずれにしても，国際的な自由化と国内での国家の市場規制強化の傾

向とは，必然的に摩擦をひき起こすことになる。国際的調和と国民的目

標との衝突を避けることができ主いからだ。こうして世界経済は，統合

に向かう力と統合に括抗する力との間に引き裂かれることになる。一方

では，圏内の政策的優先目標に導かれたシステムでは，対外調整の余地

はあまり残されてはいない。他方では，国際的相互依存が進むにつれて，

各国の国民経済の内部に，構造調整を迫る緊張を生み出す。

このζ とは，とくに近年北側の先進工業国で頭をもち上げてきた新し

いナショナリズムの下で，きわめて尖鋭在形をとる。今日の世界で，第
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三世界を支配しているのは，伝統的な古いナショナリズムであって，そ

こではいまだに国民的統合をになう重要な原動力であり得る。これに反

して，先進国の新しいナショナリズムでは，社会の統合が破れて，個別

的利害が国民経済のパイの分け前をめぐってそれぞれ要求を出してくる。

社会の分裂を取り繕うために，各社会グループの要求に応ピて，国家が

市場への介入を余儀なくされる。つまり，市場が国際的に開放されると，

そこから利益を受ける部門なり，階層なりと，逆に損失を受ける部門，

階層との聞に深刻な利害の対立がおこるのだが，国際的な理由による摩

擦は，その源泉で是正できないから，国家にとって，特別に厄介な問題

になる。いきおい，国家は国際的な出来事を先き取りする政策をもふく

めて，極めてひろい範囲の強力な市場の規制を行わざるをえない。

こうして新しいナショナリズムの政策体系は，伝統的な7 クロ政策の

みならず，経済の構造，地域的・社会的分配，社会的・自然的環境との

調和などにも深くかかわり合う包括的な市場規制を内容とするようにな

る。産業構造政策という考え方自体が，いままでは欧米にはそれほど定

着していなかったが，最近では，国家政策の中心的な地位におかれて，

新しい保護主義の隠れた基盤となった。見方によれば，そこに形成され

るのは，あらゆる形の非関税障壁の巨大な集合体にほかならない。

これが， 1960年代の終わりごろから，世界のあらゆる主要貿易国の聞

で頭をもち上げてきた保護主義と貿易制限の高まりの背景である。それ

は単に市場経済原則からの一時的な逸脱といった性格のものではなし

もっと深い社会的根源をもっ。新しいナショナリズムを生んだ社会的統

合の破綻と，新しい政策的優先目標のシステムの中に組み込まれた硬直

的な経済構造が，その基礎にあるからだ。貿易の面における保護主義的

行政介入の動きは，主要通貨が7ロ トに移ってからも，収まるどころ

か，ますます激しくなる傾向さえ見られる。特定の産業から「市場撹乱J

の訴えが出されると，十分な被害立証をまたないで，問題が政治的に取

り上げられる。ダンピング防止法による行政措置や相殺関税の手続きも，
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問題を二国間の政治折衝に移す契機として利用される。そして国際的な

自由市場の働きが制約される主奇形は，今日では，輸出国側に「自主的

lこ」数量規制を行うように加えられる政治的圧迫であって，それが国際

的多角協定にまで高められると，繊維品貿易，鉄鋼貿易のように，全体

として管理された協定のワクに押し込められることになる。さらに造船

業に台けるように，市場シェアをめぐるカルテルに似た協定の試みもあ

り，価格・数量をめく‘る協定にも事欠かない。これに，長い間すべての

先進工業国で一般にみとめられている農業保護主義をつけ加えるならば，

いまの世界経済で自由な市場原則について語ることがいかに的外れか，

多言を要しないであろう。しかも，新しいナショナリズムによる市場規

制の負担は，ジョンソンが述べているように，最も重く貧しい南側開発

途上国の肩の上にのしかかる。農業保護主義を考えるまでもなく，工業

面での保護主義も多くは，比較優位のパターンが南側諸国に移る可能性

のつよい労働集約的産業に向けられている。そういうことであれば，自

由な市場原則をよりどころにして，新国際経済秩序に反対する論拠は，

いかにも薄弱だといわねばならない。

i主
III GATT協定第四条，第3項｛品を参照。 Geraldand Viet。riaCurzon，‘The 

Management of Trade Relat10ns m the GATT，’ m: Andrew Shonfield, 
ed, Internationol Economic Relations of the Western World 1959-
1971, London, Oxford Umvers1ty P回目， 1976,Volume 1, Politics and 
Trade, p 149. 

121 G町田 Ohhn,'Trade m a Non Laissez-Faire World，’ in目 PaulA. 
Samuelson, ed , Internatio即 IEconomic Relations, London, Macmillan, 
1969, p. 1う8.

131 Harry G Johnson，‘Introduction,' m: Harry G Johnson, ed , The 
Neuノ Mercantilzsm Some Problems in International Trade, Mo向y
and Investment, Oxford, Basil Blackwell, 1974, p. x. 

m 問われる市場経済秩序

国内の体制として市場経済秩序の建前を崩していない西側先進国がこ
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れだけ圧倒的な比重を占める今日の世界経済で，貿易の流れの大きさや

方向が，なぜ自由貿易が要求するような形の調整によって決定されない

のか。南側開発途上国の場合には，原則として自由貿易を受け入れる用

意がないことは，歴史的にも立証ずみであり，理解に難くない。これら

の国々は，現存の与えられた比較優位の構造にあきたらず，これを意識

的に変革するために国家の規制を必要とするからである。それに，自由

市場による配分は，すでに生産能力をもち，その基礎の上に経済的購買

力をもっところに，より多く資源が掠れる仕組みであるから，農業・工

業に限らず経済活動全体の国際的配分の公正さに関心をもっ開発途上国

にとっては，市場への自由なアクセスの原則はそれほど魅力的なもので

はない。市場の働きは，平等の存在するところでは平等を強めるが，不

平等のあるところでは，逆に不平等を尖鋭化させるからである。おくれ

て開発過程に入る国々が国家による市場規制を必要としていることは，

いくつかの限定条件つきではあっても，理論的に幼稚産業保護論の形で

みとめられている。

北側先進工業国の場合には事情がちがう。関税，非関税の手段による

障壁，貿易のカルテJレ化，管理貿易化は，むしろ現状維持の要求に根ざ

す。経済理論から見れば，貿易の流れへの人為的規制によって，生産性

の低下から多額の経済的損失が生じることは明らかであるが，それにも

かかわらず，雇用や部門別の所得形成を自由な市場の決定に任せること

に強い抵抗を示すのは，何故か。その直接の理由は，世界市場からの衝

撃をまともに受ける部門，階層が，硬直化した経済梼造の下で，調整能

力を失っており，その生産や生活の維持が国民的要請になっているから

である。新しい基準は，世界の経済活動への参加の権利である。自由主

市場の決定に任せると，衰退産業は生産から脱落せねばならないが，新

しいナショナリズムはそれを甘受することを許さない。脱落を見逃せ

ば，調整がうまく働か>iいから，世界のなかでその国の相対的在所得水

準が，不利に影響される懸念があるばかりでなく，雇用・生産構造の水
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準・内容および多様化についての国民的政策目標自体が損われることに

ならざるを得ないからである。

参加権と生存権が新しい基準として持ち出されたことは，絶対的基準

としての市場経済原則が問われているということを意味する。もともと

市場経済の論理は冷酷である。ところが，現代の福祉国家では，市場効

率の基準を最後まで貫き通すことは許されなくなった。おなじように，

参加権と生存権を否定してまで市場効率を追求する仕方が「不公正」と

感ピられるような社会になったとするならば，絶対的基準としての市場

経済原則は，まさに「公正」の基準をみたさないから，世界にみとめら

れなくなった，といってもよい。これがまさしく，新国際経済秩序が提

起している問題であり，その樹立に関する国連の宣言と行動計画は，こ

の問題に対する一つの有力な解答にほかならない。実際には，北側先進

工業国も，おなむ理由から自由市場の決定に抵抗を示し，その結果，世

界貿易の大きな部分が価格及び生産性の考慮で支配される世界ではなく，

話し合いと協定によってシェアが固定される管理貿易の世界になりつつ

ある。北側先進国の実際の行動と南側開発途上国の要求との間に，一般

に考えられているほどの大きな距離はないのである。

形成されつつある新しい国際経済秩序では，効率という基準も，いま

までの伝統的な考え方とはちがう規定を受けるようになる。たとえば，

効率というのは，与えられた購買力の配分に特徴づけられる市場におけ

る需要をみたすために最小コストの結合を見出すことではなくなる。市

場に反映されない社会のニーズがあるとすれば，社会共同体なり，政府

によって決定される部分をもふくめて，社会のニーズをみたすために，

資源を最も有効に使うことが，新しい効率の概念になるだろうJ費用と

便益の分配についても，より公正な分配を実現するには，国家聞のより

緊密な協力が必要になろう。すべての国が受け入れられるような配分の

ワクのなかで，はじめて生産の効率が追求される。つまり，効率性とい

っても，もはや絶対的な基準ではあり得ない。新しい原則は，静態的な
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比較優位と自由市場の力のみに依存するのではなく，市場のカ（市場の

選択が有効であり得る領域は決して小さくない）と，経済成長の利益に

すべての国々が参加できるような協力の原則の混合に求められることに

なろう。

このような新しい怠味の混合体制ができ上ったとして，効率という基

準がまったく捨て去られるのかといえば，おそらくそうではあるまい。

従来の意味の効率と配分の公正との聞には，一種のトレードオ7の関係

があり，公正の基準と両立する範囲でコストが最少になるように資源が

使われる。その限りで，効率の観点は生きつづけるのである。おなヒよ

うな意味で，静態的な市場効率と確実性との聞にも， トレードオフの関

係がある。今日のように複雑な経済システムにあっては，将来の見通し

の不確実性とそれに伴うリスヲが経済活動を萎縮させ，計り知れない経

済的損失を招く。単純に自由市場の決定にゆだねるのではなく，意識的

な規制によって急激な調整の必要を緩和し，秩序立った変化が行われる

ように誘導できるとすれば，それは明らかに経済のパー7ォーマンスを

改善し，効率を高めることになるであろ？＇：

伝統的な経済学は，静態的在理論の立て方に忠実に，限界生産力の理

論にもとづく資源配分の効率に注意を集中してきた。経済政策によって

経済のパー7ォーマンスを高めるという課題に有効にこたえるのに，経

済学はいまこの面でも，従来の考え方の再検討を迫られているように思

われる。 1950年代の終わりから1960年代のはじめにかけて，貿易の自由

化，あるいは地域統合の関連で，貿易障害を取り払ったときに得られる

静態的な資源配分上の利益を計測するいくつかの試みが告された。その

すべてに共通していえることは，市場の自由化の利益は，一般にGNP  

の1パーセントの10分の lとか，それよりやや大きな分数で，ほとんど

の場合1ヵ月の経済成長にも及ぱず，まったく問題にするに足り奇いと
141 

いうことであった。デニスンの経済成長の源泉の分析は興味のあるもの

だが，かれの試算によっても， 1950年から1962年までの聞の期間で，貿
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易自由化による所得増加はアメリカについてはゼロ，北西ヨーロッパに

ついては所得の全増加分の2パーセントに過ぎなかった。それに比べて，

所得と園内市場の拡大に伴う規模の経済にもとづく厚生利益は，所得増
市1

加分の20パーセントにも及んだという占現存の多くの貿易障害を除去し

て自由市場原則にかえったとしても，その効率利益がこの程度のものだ

としたら，市場経済原則にもとるからという理由で新国際経済秩序を否

定する論拠に，どれだけの現実関連性と正当性がみとめられるだろうか。

新秩序は，少なくとも世界のすべての国の生産参加を保証L，国際協力

のシステムを有効に組織することによって，世界経済の成長と安定への

足がかりを与えるだろう。チェネリーの推計によると，石油危機につづ

く1974-5年に世界の先進工業国が不況のために失った経済価値は，少

なくも3000億米ドルという。おそらく自由世界のGN Pの優に10パーセ

ントに上ったであろう。もし世界の経済発展と厚生水準の向上に真剣に

関心が寄せられるのであれば，市場経済原則に固執するよりも，国際協

力にもとづく政策調盤を通じて，不況を克服し，安定的な成長をはかる

ほうが，はるかに切実な政策課題である。経済学がこのような課題に背

を向けて，静態的な資源配分上の利益だけに注意を奪われていては，や

がて経済学そのものの鼎の軽重を閑われることになろう。

注

III Jack N Behrman, Toward a New Internattonal Economic Order, The 
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Affairs, 1974, p. 45. 

121 Jack N. Behrman, ibid. p 44 
131 Harald B. Malmgren，‘Trade Policies of the Developed Countries for 

the Next Decade，’ in・ Jagdish N. Bhagwati, ed., The New 
Internatto即 IEconomic Order目 TheNorth・SouthDebate, Cambndge, 
Mass., The MIT Press, 1977, p. 227. 

141 Harvey Leibenstein，‘Alloca包veE値c1encyvs "X Efficiency,'" The 
American Economic Review, June 1966, pp. 393 5. 

151 Edward F. Denison, Why Growth Rates Di/)もr,Washington, DC., The 
Brookings Institution, 1967, pp. 257, 301. 
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N 新国際経済秩序の現実関連性

南側開発途上国の要求の集大成として，新国際経済秩序のプログラム

が提案されたのは，このように，従来の秩序の担い手である北側先進国

自体において，市場経済原則が重要な面で修正され，部分的に否定され

てMるときであった。だから，市場機能の規則を内容にふくむという理

由だけでこれを斥けることは当を得ない。すでに述べたように，新秩序

の提案は，ある意味では現存世界秩序のなかの相互依存の骨格をそのま

まみとめ，補強しようとするもので，志向するところはそれほど革命的

な変革ではないからだ。いままでの秩序のワクの中でさえも，部分的で

はあれ，市場機能の補正の形で実現されていることを，一歩不均衡の除

去の方向に進めようというだけにすぎない。ただ，大筋は現実の課題に

適切でトあるとしても，個別分野での具体化にはをお多くの技術的な検討

作業を必要としよう。

個々の分野でどのような形で具体化されようとも，歴史の流れのなか

で，新しい国際経済秩序の要求には，実現を迫るつよい説得力がある。

テインパーゲンのローマクラプ報告書が示唆するように＇.＂各国のレベル

ではすでにみとめられている「福祉国家」の哲学の一つの自然な発展に

すき、ないからだ。近代資本主義社会の初期，「搾取」と疎外が支配的で

あった頃，一つの園のなかにディスライ Jレのいう「二つの国民Jが対峠

していた。今日の南北の格差に似たものであって，そこにはマルクスの

「本目対的窮乏イしの理論が編み出される社会的基盤が十分にあった。し

かし，今日の成熟した資本主義社会では，少なくとも相対的窮乏化，換

言すれば所得格差の拡大という形では， 7 ）レクスの予言は現実とは在ら

なかった。その基本的理由は，社会的統合の進展である。資本は労働の

協力に依存することを理解した。労働者の自発的な参加者しには，投資

と生産の継続的な拡大は考えられなかったであろう。だから，社会的統

合の過程で労働条件が改善され，弱者や貧窮者のための国家の政策介入，

市場の規制が行われた。所得水準が都市に比べて不利になる傾向のある
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農民層の所得維持のためには，農産物の価格形成過程そのものが公的規

制の下lごおかれた。いわゆるパリティー方式の導入である。一言でいえ

ば，今日の新秩序要求に盛られているのと全く同じ方向に，市場経済原

則の補正が次々につみ重ねられた。革命的変化ではなく，旧い秩序のい

くつかの部分が新しい秩序の要求に適応することによって，今日の摂干Jr
国家秩序が出来上ったのである。

石油危機以来の世界経済の不況と不安定性は，南北問の相互依存関係

をこの上なく明確に示した。北側は南iHtlの資源と原材料の供給に決定的

に依存しているが，南側は北側の安定した市場なしには，資源の開発と

供給をつつけられない。だがそれは同時に，南側の市場なしには，北側

の繁栄もあり得ないということを意味する。こういう状況の下で，世界

経済の循環を新しい拡大の軌道に乗せるには，多くの政策的努力が必要

であろうが，そのなかで，新国際経済秩序が提出している課題と真剣に

取り組む必要性は，ますますつよく感ヒられるようになるだろう。それ

は，世界経済における資源開発・投資・生産活動に，南側開発途上国が

自主的な創意をもって参加するための一つの条件だからである。経済活

動のコストと便益が配分される条件が，すべての参加国に納得の行くも

のであること，過度の市場の不確実性とリスクを除去するために，最小

限の国際協力が有効に組織されること，この二つのことがなければ南

側の自主的参加の下に，十分な投資活動が期待され，円滑な資源の供給

が確保されるとは思われない。そのために市場の国際的規制が必要とさ

れる程度に応じて，新国際経済秩序のプログラムのいくつかが実現され

て行くであろう。

新しい貿易秩序の中心問題として議題に上っているのが，一次産品の

分野で市場の力の作用からくる撹乱にいかに対処すべきかという諜題で

ある。再生不可能の一次資源についても，再生可能の農産物生産につい

ても，これらの重要な生産物の供給を製造業部門からの需要に7 .，子さ

せる上で，市場がそれほど有効な手段でないことが立証されている：’ほ
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とんどの先進工業国で，農産物の生産と市場に，広汎な規制の網がかぶ

されていることは理由のないことではない。南側開発途上国にとって，

一番大事な目標は，価格のはげしい変動をならして，安定させることで

あろう。このことは，考慮されている主要な政策手段が，緩衝在庫をふ

くむ国際商品協定であることからはっきりと見てとれる。だが究極の目

的は安定化によって開発途上国の輸入能力を高めることにあるのだから，

公正の観点からして，輸入される製品の価格に対して一次産品の価格を

適当な高さにおくという課題を遊けて通るわけにはいかない。これは北

側先進国の圏内では，パリティー方式として，農産物価格支持プログラ

ムに組み込まれている目標だし，厳格なインデク七ーションには技術的

な困難カ吋半うとしても，大まかな価格調整は，国際協力によって十分に

処理し得ることだろう。

一般的にいうと，南側開発途上国は，一次産品について，市場へのア

クセスが保証され，さらに経済的に圏内で加工する機会がふえることを

望んでいる。提案されている「共通基金」の役割は，短期の価格安定と

ともに，長期にわたって需要の変化に供給を適応させ，長期的な市場価
引

格の変動に調整することにあるべきだが，それと並んで，供給の流れを

長期的に確保し，産業の多角化のために園内での加工度を高める目的を

もっ投資基金として役立つことにもあるはずである。これに対して，北

側先進国の一番切実な関心は，安定した供給へのアクセスにあり，一次

産品価格から由来するコストプッシュ・インフレの危険を避けることに

ある。先進工業国に本拠をおく企業の垂直的統合のなかに，探査から生

産までの全行程をふくめ得る時代がいつか過ぎ去るとすれば，供給の円

滑な継続を確保するために，先進国が共通基金のそのような働きに協力

する理由は十分にあると思われる。一言でいうと，一方では供給へのア

ヲセス，他方では市場へのアクセスを通じて，南北聞に共通の利害が生

まれる可能性があるわけで，それをテコにして，協力的な新しい貿易秩

序がっくり出されることになる。
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市場経済原則への真正面からの挑戦として，生産国同盟の構想が非難

の的となるのが普通であるが，この点では現実の市場の働きを理想化し

ないで，機能的に把握することが必要であろう。工業の分野でも供給制

限が意識的に行われている今日，一次産品についてのみカルテル行為を

非難するのは，筋ちがいであろう。一般に市場に出てくる供給が意識的

操作から自由でないところにもってきて，有限で枯渇にさらされている

資源の価格には，生産の社会的コストとは無関係のレントがふくまれて

おり，供給源を長期にわたって保持するために効率的な生産の時間的配

分を計画するのは，市場経済原則から少しも外れてはいない：lそういう

市場の性格を考えるならば，市場が表面上いかに「競争的J に見えよう

とも，経済理論の立場から，一次産品市場の価格が投資・生産活動にい

つも正しいシグナルを与えるという主張は，おそらく支持され得ないで

あろう？つまり，一次産品については，市場経済原則に無条件に信頼を

寄せるわけにはいかない。生産国，消費国のいずれの立場からも，短期，

長期のいずれの観点からしても，いわゆる市場の力によって価格を決定

させるメカニズムよりは，国際商品協定のほうが，はるかに望ましい処

理の仕方なのである。

南側開発途上国の先進国市場へのアクセスの要求は，一次産品にとど

まらない。むしろ，現在の保護主義の高まりが，南側諸国に比較優位が

傾き易い労働集約的な工業製品に向けられる傾向があることを考えると，

新国際経済秩序には，工業製品についてもつよい市場開放の要求がふく

まれている。 1960年代の UNCTADの行動計画では，製品および半製品

に対する一般特定、システムが，南側の貿易要求の一つの柱となっていた。

しかし政策立案者の消極性も手伝って，特恵の南からの輸出拡大効果は，

一般的な自由化の効果よりもはるかに小さい乙とが検証された：1新国際

経済秩序の行動計画はそれほど特恵に重きをおいていないのである。

しかしながら，一般的な貿易秩序を考える場合に，伝統的な比較優位

の原則と自由貿易の処方君主に立ちかえる可能性があるかといえば，大き



「新国際経済秩序」 57

在疑問符をつけなければならない。 Eで見た新しいナショナリズムの支

配する北側の世界に，自由市場原則を尊重するようにといっても無理で

あろう。南側の諸国にしても，貿易政策の重要な限自の一つは，これか

らの自立的な産業構造がそのなかで生きて行けるような国際分業のパタ

ーンを撲索することであり，そのためには現存の比較優位構造に支配さ

れるよりも，それを意識的に変えて行く努力がなければならない。重要

な政策手段の一つは，品、在じ南側諸国の市場をプールすることによって，

より広い市場の上に効率的な輸入代替工業化を組織することであり，ひ

ろい範囲にわたって，分業パターンについての国際的合意を必要とする

だろう。設定された工業化の目標は，製造業に関する世界生産能力のか

なりの部分カ勺tから南に移転されねばならぬことを意味している。した

がって，輸出を中心に据えた工業化政策の決め手は，セーフガードの下

に円滑に産業調整が行われ，北側市場へのアクセスが増大するような仕

組みをつくり出すことであろう。そして合意された国際分業のパターン

に沿って，製造業の国際的再配置を国際的な政策協力を通ビて実現する

のが，新国際経済秩序の一番基本的な狙いとなろう。他方では，従来の

貿易秩序を担ってきた GATTも新しい政策状況に徐々に適応しなけれ

ばなら奇い。いままでは，単純に貿易障害を除去する方式に重きをおい

ていたのに反して，圏内政策と貿易政策の区別がはっきりしなくなった

今日，もっと包括的な政策調整によって貿易を拡大する仕組みを摸索せ

"' ねばならない。つまり GATTの方向と新国際経済秩序とがこの点で一

つになり得るのである。

この意味で，新国際経済秩序の提案に対する北側先進工業国の対応は，

もっと積極的で辛ければならない。それは異端視すべきものでもなく，厄介

物扱いすべきものでもない。先進国自身の利益にもかなう，合理的な，

そして現実ベの意味関連性をももっ政策的提案だからである。

(1978.3.17) 
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The present paper purports to examine critically the rationale and 

relevance of the Third W arid’s demand for the New International Economic 

Order. Although the United Nations resolution on the NIEO enumerates all 

possible demands of the Third World countries at the present stage of the 

North-South debate, the NIEO is defined here m terms of the rules of the 

game of the international economic system centered on trade and investment. 

The NIEO represents attemp臼 atconceptualizing出enature of the deliberate 

adaptations of the world economy required for eqmtable and sustainable 

global development. It is based on the acceptance of由e growing 

interdependence amon呂田dependentnauons, it is thus far from bemg a 

revoluuonary challenge to the existing framework of international economic 

relatlons. What is important with the NIEO proposal is not development nor 

poverty；此 israther independence, self-reliance and full part1c1pation of the 

Third World countries m the solution of the world economic problems 

The economic theorists tend to reject由eNIEO on the ground that it aims 

at suppressing, rather than m。d均ir】g,the price mecham n。fthe market 

and is thus inefficient This ar呂umentloses much 。ftts force, when account 
is taken of the prevailing regulations of the market, protecttomst and 

restrictive practices which the developed nations increasingly apply 

domestically and internationally The 'new nationalism' of the North 

attempts to protect the interests of particular social groups exposed to foreign 

competitton through deliberate interventions, because the rigidity built into 

the system does not permit constructive adjustments The NIEO has been 

put on the agenda of international economic pohcy just at the time at which 

even the market economies of the North are trying to modify and partially 
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denying the principle of free market for the sake of eq山tyand certainty. 

The prevailing policy trend means that the free market principle as the 

absolute cnterion of efficiency is bemg superseded by a new concept of 

mixture of efficiency and equity. Economic effi口encyis also traded off for the 

crite口aof greater certainty, orderly changes and participation based on social 

equity. Recent estimates of economic benefits due to trade hberahsauon 

clearly show that static efficiency gains to be derived from improved resource 

allocation are invariably of little consequence, as compared with welfare 

benefits which figure prominently under other cnteria of economic 

performance. 

Finally, the NIEO is put mto proper historical perspective in which it 

appears a natural evolution of the ‘welfare-state’philosophy already accepted 

at national levels Since the solution of world economic problems, such as 

the overcoming world recessions and securing adequate supplies of raw 

materials, requires effective participation of the Third World countries, the 

necessary North-South dialogues are expected to bring the NIEO to the 

foreground of international policy discussion The examination of some of 

the South’s proposals regarding the rules of trade m primary products and 

manufactures confirms their relevance to the actual problems of contempo-

rary world trade. If the world economy is to be lifted from the present 

muddle of disorder and uncertainty・on a permanent basis, 1t will be necessary 

for the industrialised nations to take a more positive response to the NIEOor 

at least to favour it with constructive counterproposals, instead of continuing 

in the purely negative attitude of the past. 


